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（
経
済
産
業
委
員
会
）

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
五
号

（
先
議
）
要
旨

）

、

、

、

本
法
律
案
は

我
が
国
産
業
の
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
た
め

特
許
法
に
お
け
る
手
続
期
間
に
関
す
る
救
済
措
置
の
拡
充

意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
の
実
施
の
た
め
の
規
定
の
整
備
、
色
彩
、
音
等
の
新
し
い

商
標
の
保
護
対
象
へ
の
追
加
及
び
弁
理
士
の
業
務
追
加
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
救
済
措
置
の
拡
充
等

特
許
法
等
に
基
づ
く
手
続
を
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
手
続
期
間
を
一

定
の
期
間
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
優
先
権
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
優
先
期

間
内
に
当
該
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該

優
先
権
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
等
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
特
許
異
議
の
申
立
て
制
度
の
創
設

特
許
権
の
早
期
安
定
化
を
可
能
と
す
る
た
め
、
特
許
異
議
の
申
立
て
制
度
を
創
設
す
る
。
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三
、
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

特
許
庁
長
官
を
通
じ
た
意
匠
に
係
る
国
際
登
録
出
願
に
関
す
る
手
続
を
整
備
す
る
等
、
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー

グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
き
、
複
数
国
に
対
し
て
意
匠
を
一
括
出
願
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
商
標
法
の
保
護
対
象
の
拡
充

商
標
の
定
義
を
見
直
し
、
色
彩
の
み
や
音
か
ら
な
る
商
標
を
保
護
の
対
象
に
追
加
す
る
等
の
保
護
対
象
の
拡
充
を
行
う
。

五
、
地
域
団
体
商
標
の
登
録
主
体
の
拡
充

地
域
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
、
商
工
会
、
商
工
会
議
所
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
並
び

に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
人
を
追
加
す
る
。

六
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
特
許
庁
へ
の
手
数
料
の
納
付
手
続
の
見
直
し

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
の
う
ち
他
国
の
特
許
庁
等
に
対
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
特
許
庁
に

対
す
る
手
数
料
と
一
括
で
納
付
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

七
、
弁
理
士
の
使
命
の
明
確
化
及
び
業
務
の
拡
充
等

１

知
的
財
産
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
、
知
的
財
産
権
の
適
正
な
保
護
及
び
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
知
的
財
産
に
係
る
制
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度
の
適
正
な
運
用
に
寄
与
し
、
も
っ
て
経
済
及
び
産
業
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
弁
理
士
の
使
命
と
し
て
明
確

化
す
る
ほ
か
、
弁
理
士
の
業
務
に
つ
い
て
、
意
匠
に
係
る
国
際
登
録
出
願
に
関
す
る
手
続
代
理
の
追
加
や
、
発
明
等
の
保

護
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
明
確
化
を
行
う
。

２

特
許
業
務
法
人
が
協
議
を
受
け
て
取
り
扱
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
社
員
又
は
使
用
人
と
し
て
自
ら
関
与
し
て
い
な

い
弁
理
士
は
、
当
該
特
許
業
務
法
人
か
ら
離
れ
た
後
、
別
の
相
手
方
か
ら
依
頼
を
受
け
て
当
該
事
件
を
取
り
扱
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

八
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

九
、
検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
弁
理
士
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
弁
理
士
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
。


